
必要ない方を衛生管理区域へ立ち入らせず、 

不要な物を持ち込まないで下さい。 

家畜衛生だより 
 

 

   

 

 
 

 アフリカ豚コレラは、昨年 8月に中国で発生して以降、本年に入ってからはモン

ゴル、ベトナム及びカンボジアなど近隣国に拡大しています。さらに、１月に国内

の空港で摘発された肉製品から感染性のあるウイルスが分離されています。また、

昨年の 9月以降、相次いで発生している豚コレラウイルスは、近年東アジア地域で

分離されたウイルスと近縁であり、それらの地域から何らかの形で侵入したことが

指摘されています。 

このような中、訪日外国人旅行者は年々増加しており、ゴールデンウィークは我

が国への家畜伝染病の病原体の侵入・まん延のリスクがより一層高くなると考えら

れます。 
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〒990-2161 山形市漆山 736 番地 
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ゴールデンウィークは海外渡航シーズン！ 

アフリカ豚コレラ等の侵入防止を

対策を 

 

農場への 

侵入防止 

○渡航にあたって 

 家畜市場、農場、と畜場等へは立入らないで下さい。 

 やむを得ず畜産関連施設へ立ち入ったり、家畜に接触し

た場合は、帰国時空海港の動物検疫所カウンターで指導

を受けましょう。 

 動物との接触を避けましょう。 

 肉製品等を日本へ持ち帰らないで下さい。 

○帰国した後 

 帰国後一週間は、衛生管理区域に立ち入らないで下さ

い。やむを得えない場合、洗髪・入浴・更衣後に入場を。 

 海外で使った衣服・靴を衛生管理区域に持ち込まないで

下さい。やむを得ない場合は、事前に洗浄、消毒等を。 

 

やむを得ず 

渡航する際 



 

 

 

 

 

 

 

今年の 3月下旬以降に発生した豚コレラ 5事例では届出を行う 1～2週間前から、

発生豚舎において食欲減退・元気消失等の症状を示す豚の増加が認められていたこ

とが判明しました。また抗体検査の結果を踏まえると、通報時点で既に農場へウイ

ルスが侵入してから 2週間以上経過していたことが示唆されています。 

 

 
 

 

 

 

 

症状を見つけたら、速やかに家畜保健衛生所に連絡を！ 
中央家畜保健衛生所 ０２３－６８６－４４１０ 

（休日・夜間共通） 

異常豚の早期発見、家畜保健衛

生所へ速やかな通報を！ 


